
 

 

 

 

＊印鑑登録の流れ＊（登録・変更・再交付・廃止） 

本人が申請するとき 代理人が申請するとき 

顔写真付きの公的身分証明書を持っている 委任状を持参する 
（本人が作成したもの） 

鳥取市に印鑑登録している 

 
保証人（※）がいる 

 
※保証書（申請書裏面）に保証人直筆で住所・氏名・ 

 
生年月日を記入し、登録印を押印する。 

いいえ 

 （運転免許証、個人番号カード、パスポート、在留カードなど） 

はい 

【代理人が持参するもの】 

委任状（直筆）、登録印鑑 

代理人の身分証明書（保険証可） 

【即日登録】 【文書照会】 

登録証交付（廃止手続きの場合は印鑑抹消） 

届いた書類に署名・押印して持参する。 

 ３０日以内に「回答書」を 

持参してください。 

はい いいえ 

本人または代理人が 


